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株式会社 千葉興業銀行（頭取 青柳 俊一）は、「地域とともに」「お客さまのために」「『親

切』の心で」の企業理念のもと、金融機能の提供を通じて地域の皆さまのお役に立つことが使命で

あるとの考えに基づき、地域への円滑な資金供給やお客さまの経営支援等の地域密着型金融に積極

的に取り組んでまいりました。 

 「中小企業金融円滑化法」は平成２５年３月末で期限を迎えましたが、当行では引き続き貸付条

件の変更等や円滑な資金供給に努めております。 

今般、平成２９年３月末までの「金融円滑化に向けた取り組み」の状況について、こちらの資料

の通りまとめましたので、お知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「金融円滑化に向けた取り組み」について 

https://www.chibakogyo-bank.co.jp/archives/managed/enkatsuka2903?file_id=9b8f13b04d769348925a7fcb591cef48e59f3723&gid=C000002&id=19046&rno=1
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